
第 二 部

今回の中国現地調査を終え、日本軍の中国侵略の実相の一端にふれ

るにつけ、今日の日本の進むべき道についていくつか考えていくべ

き諸問題であるが、下記の項目についてこの項で簡単にふれておき

たい。今後、その問題については、さらに研究を深めていく機会が

あろうかと思う。

１．教科書をめぐる問題

２．石原発言への中国側からの反論

３．日本国憲法とＰＫＯ問題

４．日本の賠償責任について

侵略にまつわる諸問題
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本書第１章で、中国において日本軍によ

る中国人民の虐殺を教育の場で教えている

のは、平和な社会を「友好」という絆で築

き上げるためであるという主旨の魯光栄氏

の発言を紹介しておいた。今回の調査が終

え帰ってくるとすぐに目にとまったのが、

文部省の教科書検定の強化についての論文

であった。

「歴史の前の責任」と題し特集を組んだ

「世界」（1 9 9 1年９月号）で、共同通信社の

松野修記者が「新局面を迎えた教科書検定」

というタイトルで寄稿している。内容はこ

うである。検定規則が改定されたが次のポ

イントが特に変わった点であるとしてい

る。

１．合格、不合格の最終決定が「検定審議

会」で行われるようになった。

これは、「審議会」での一発検定によ

り出版社側に「不合格恐怖症」を生み、

不合格という経営上のリスクを極力避け

ようという姿勢を創り出し、萎縮させた。

２．手続きが煩雑化し、出版社の事務量が

増加した。

これにより出版社は、検定意見の内容

を検討するよりも、期限内に修正表を作

る作業に忙殺され、検定規則第９条に基

づいた検定意見に対する意見申し立てを

する余裕を失った。

３．「文部省解釈」の申し付けがまかり通っ

ている。

検定申請の段階で「日の丸」「君が代」

を国旗、国歌と記述したのは１社だけで、

このため文部省は他の７社に対して「学

習指導要領に照らして不十分。国旗は日

の丸、国歌は君が代と分かるように」と

意見を添えた。これに対して出版社側か

らは反論は一つもなかった。

と、問題点をあげた。

本書でもしばしば登場する「東京裁判」

の著者アーノルド・ブラックマンは「はじ

めに」でその本を著する動機として、日本

の教科書改竄にふれ「東京裁判のクロノロ

ジカル（＝時間の経過にしたがった）な復

元がいくつかの誤報や無知を解消する助け

になれば、というのが私の願いである。」と

述べている。日本の教育を統括し司る文部

省が無知のままでいていいはずはない。

そもそもこの教科書をめぐる問題が表面

化するのはいつのことであろうか。ブラッ

クマンによれば、

1 9 7 7年、日本の文部大臣が新しい教科書

の指導要領を公表した。そして、数百ペー

ジもある基礎的な日本史の教科書では、第

二次世界大戦の記事は６ページに縮小され、

そのほとんどが広島の廃墟の写真や日本の

戦死者の記録、アメリカによる東京空襲の

写真で占められている。「この教科書では、

もう一つの戦争犯罪、日本の労働収容所へ

の中国人・朝鮮人強制連行等の人的損害に

ついて何も言及されていない」とロンドン

の「エコノミスト」（誌）はすげなく批評し

た。

と述べ、1 9 7 7年頃を境に表面化したと見て

いる。さらに続けて、

まさにその翌年、突如としてＡ級戦犯は

1.教科書をめぐる問題
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名誉を回復した。東条を含む1 4名の軍国主

義者が靖国神社に「殉難者」としてひそか

に祀られたのである。靖国神社の高位の神

官は次のように主張した。自分たちの決定

は正当だ。なぜなら、戦争犯罪人は「みず

からの生命を天皇と日本に捧げた」からで

ある。

「狂気の沙汰」とブラックマンは評した

が、

1 9 8 2年、教科書論争は絶頂に達した。当

時、日本の文部大臣は日本の中国侵略を

「進出」であると述べ、南京事件は中国軍の

抵抗ゆえに起こったと言った。そして新し

い教科書はこう断じている。「彼ら（中国国

民党軍）が日本軍に大きな損害を与えたた

め、日本の軍隊が激昂し、その結果、多数

の中国人兵士や一般住民を殺害した。」朝鮮

における奴隷労働者の徴用は、労働力の

「動員」と言い換えられていた。

いまやアジア中が騒然となった。北京と

台北の二つの中国、ソウルとピョンヤンの

二つの朝鮮は、シンガポール、マレーシア、

インドネシア、フィリピン、香港などの

国々と共に抗議をした。北京は「日本軍国

主義者による中国侵略の歴史を改竄してい

る」と日本を非難した。『中国日報』は、日

本人の歴史書きかえに対して「ばかげてい

る！」という烙印を押した。朝鮮では、反

日デモが起こり、『コーリア・ヘランド』が

日本政府は新しい世代の目をふさごうとし

ていると非難し、日本の行為は「重大な懸

念すべき問題」だと述べた。インドネシア

は、日本が「みずからの国際犯罪を正当化

しようとしている」と非難したが、しかし

日本の行為についての記憶はいまだにアジ

ア人の心に焼きついているのだから「抹消

しようというこの試みは無益である」と指

摘した。フィリピンの外相は、教科書改訂

は、日本と東アジア・太平洋近隣諸国との

将来にわたる有望な関係を考えているフィ

リピン人を「不安にさせた」と語った。

こうした諸国からの非難に対し政府高官

の反応は、

「日本が外国に進出したとき、『侵略』と

いう言葉は用いなかった。『進出』を『侵略』

に変更すれば、事実の歪曲になろう。子供

たちは、自分たちの父祖は悪いことをした

のだから尊敬に値しないと言うのであろ

う」。この立論は、もろもろの批判によって

ずたずたに切り裂かれた。中国人民解放軍

機関誌「解放軍報」は次のように述べた。

「この高官の論理によると、第二次世界大戦

に日本と同盟したドイツのヒトラーやイタ

リアのムッソリーニを含む侵略者たちは誰

も、自分たちがほかの諸国に進出するさい

に侵略という言葉を用いたことなどなく、

それゆえ侵略はかつて起こったことがない

ということになる。」

これらの経過を知ることによって同じ日

本人として、とても恥ずかしい思いをもっ

たのは私だけではないであろう。

最近の教科書問題についての報道は、家

永三郎・元東京教育大学教授の教科書裁判

と関連したものが多い。沖縄では、今年1 0

月2 1日、東京高裁で開かれた第三次家永教

科書裁判控訴審への沖縄側からの証人とし
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て出廷した石原昌家沖縄大教授の証言を特

集したのが多かった。

家永氏は1 9 8 4年１月、8 0年代に入っての

教科書偏向キャンペーンと、それを背景に

強化された検定が「日本の対外侵略責任を

あいまいにする方向での修正を露骨に強制

した」として提訴した。「中国、朝鮮の反日

抵抗」「南京大虐殺」「七三一部隊」など、

日本の侵略戦争にかかわる記述とともに

「沖縄戦」の記述に対する検定処分が争点と

なった。

「沖縄戦」について、家永氏は1 6万人の

県民の犠牲について「そのなかには、日本

軍のために殺された人も少なくなかった」

と書いたが、それに対し文部省は、「もっと

多くの犠牲者を生じさせた『集団自決』の

ことを書き加える必要がある」と検定意見

をつけた。ここに「集団自決」の理解をめ

ぐる争点が浮きぼりになった。

読谷村にも、チビチリガマでの「集団自

決」が起こっており、ここではこの点に絞

り考えてみたい。

「集団自決」について文部省側は「自ら

の意志で死んでいった。」という見解をとっ

ている。それに対し家永氏側は「日本軍に

よる強制と誘導による死であった。」と反論

している。石原昌家氏は、「日本軍によって

追い込まれて発生した背景を書かないと、

あたかも自発的に死んでいったかのようで

誤解と混乱を生む。これは沖縄戦の実相と

かけ離れている。」と主張している。チビチ

リガマでも確かに「自決」というかたちで

尊い8 2名の人命が失われた。そのうち4 9名

は未成年者であり、小さな子供たちがその

犠牲となっている。彼らは、自らの意志で

死を選んだとはとうてい思えない。そこに

至る背景が母親や大人たちに死を決意させ

ている。石原氏は「政府が沖縄戦の住民被

害の実態を認めないことが、アジア諸国に

対する侵略戦争を認めない、謝罪しない姿

勢と同根、同質である。この姿勢こそが問

われている。」とし、「自国の軍が自国民を

殺した沖縄戦の特徴、その背景となった県

民観、『国体護持』の戦争だった。」という

ことを法廷でも詳述したいと抱負を述べた。

県民の支援者も新聞の特集の中で、この

点に重点をおいて期待を述べた。真和志高

校の平良宗潤氏は、ひめゆり学徒等を例に

とり「日本軍は法的根拠もなしに学徒を戦

場へ動員し、使うだけこき使って、追いつ

められた最後の土壇場では、『解散』を命じ

て米軍の砲爆撃の下に放置した。無責任こ

の上もない。学徒たちの死は解散命令後に

激増した。捕虜になることを許されなかっ

た学徒にとって、解散命令は死を意味した。

軍人が自決を命じられたことと同じであっ

た。」と。また住民犠牲については「首里か

ら摩文仁へ司令部を移動し、戦闘を引き延

ばしたことによって、非戦闘員である住民

の犠牲者が増えた。首里から占領までに守

備軍が降伏するか、玉砕していれば多くの

県民は死なずに済んだ。」と述べ、「国体護

持のための捨石作戦、根こそぎ動員、その

ための軍人を上回る県民多数の死、これが

沖縄戦の特徴だ。」としている。

沖縄戦の過程のなかでは、独特の地方語

（沖縄語・方言）で話すとスパイ視され虐殺

されたり、精神障害者、ろうあ者の殺害、

ユタ（霊的能力をもった人）の虐殺、食糧

強奪のための虐殺、泣き声を出させないた



めの乳幼児虐殺、投降阻止のための殺害な

ど日本軍による住民虐殺の事例は各地で確

認されている。

また北中城高校の山川宗秀氏は「『軍神』

東郷平八郎が『華麗に復活した』と」批判

した「韓国日報」（７月３日）を紹介しなが

ら「戦後の日本の教育は、皇民化教育、軍

国主義教育が日本国民とアジア太平洋諸国

民に多大な犠牲をもたらしたことの反省に

たって、平和憲法と教育基本法に基づいて

平和教育民主教育を進めてきた。当然、戦

前の国定教科書は廃止された。ところが今

日の教科書の実態は、政府・文部省のたび

かさなる学習指導要領・教科書検定制度の

改悪によって『国定教科書』と危惧される

状況になってきている。」と述べ、「アジア

各国から批判をあびる『教科書』で子供た

ちを真の国際人として育成できるか。」と疑

問を投げかけている。

第１部で述べたように、平頂山事件や南

京大虐殺などの中国人虐殺がそうであった

ように、沖縄戦における住民への虐待や殺

害の問題は、侵略戦争とはどういうもので

あったを如実に示している。「天皇の軍隊」

は行く先々で多くの住民を殺害し（本多勝

一著『天皇の軍隊』に詳述されている。）、

あげくの果てには、沖縄戦で県民にその銃

口を向けた。平和憲法の精神にそってこの

事実を中国での虐殺の歴史も含めて記述す

ることが今の日本のとるべき道であり、責

務である。

ニョルンベルク裁判（1 9 4 5年1 1月に始ま

ったナチ指導者2 4人の裁判）で連合国検察

陣の一員であったホイットニー・ハリスは

「もし過去の悪行を繰り返したくないのであ

れば、われわれはそれを惹き起こすもとと

なった過誤を忘れてはならない。この過誤

を忘れてしまえば、われわれは過去に何も

なかったと信じ込んでしまうのだから」と

述べたという。日本政府、日本国民がかみ

しめなければ言葉である。

アジアのなかの日本、アジアの一員とし

ての日本人が国際社会のなかで認められる

ためにも教科書裁判の行方を見守り、真の

「友好」と国際平和に向け、国民一人びとり

が努力していかなければならない。

35
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「大東亜共栄圏」の夢を煽動する石原発言
－日本の国会議員・石原慎太郎氏に反駁する①－

最近、日本の国会議員の石原慎太郎氏が、

公然と騒ぎを巻き起こしている。アメリカ

の雑誌『プレイボーイ』1 0月号に掲載され

た取材記事の中で、1 9 3 7年1 2月に日本軍国

主義が南京で行なった大虐殺は「中国人の

でっち上げた嘘
注①

」だと指弾したのである。

こうした類の歴史の事実を顧みない口から

でまかせの批評には、大きな憤りを呼び起

こさずにはいられない。

周知のように、1 9 3 7年1 2月1 3日、日本軍

は南京を侵略し占領した後、６週間余りの

長い期間にわたって3 0余万人の南京の罪の

ない市民と武器を捨てた中国の兵士、また、

よそから逃げてきた難民を虐殺し、同時に

無数の婦女が辱めを受け、無数の住宅、商

店、役所、倉庫が略奪され、放火、破壊に

あい、全市の約３分の１が灰燼に帰したの

である。この暴虐の限りをつくした行為は

国際法に重大に違反し、戦争犯罪と人道に

反する罪にあたるため、戦後、極東国際軍

事法廷は、この事件の裁判をおこない、南

京大虐殺の暴虐は「まぎれもない戦争犯罪」

であると認定し、この暴虐行為の直接の責

任者である松井石根に絞首刑の判決を下し、

中国戦犯裁判軍事法廷は、もう一人の主犯

の谷寿夫に死刑を宣告した。南京人民に空

前の災難をもたらした日本の戦犯は、相応

の懲罰を受けたのである。

見たところ石原氏は、歴史に対して、決

２．石原発言への中国側からの反論

最近南京大虐殺に再び脚光をあびせたのは、石原慎太郎衆議院議

員であった。アメリカの月刊誌『プレイボーイ』1 9 9 0年1 0月号（日

本語版、同1 1月号）で、「日本軍が南京で虐殺をおこなったと言われ

ていますが、これは事実でない。中国側の作り話です。これによっ

て日本のイメージはひどく汚されました。これは嘘です。」と発言。

中国をはじめ米国内の中国人からも非難の声が相次いだ。

そして、この石原発言に触発される形でニューヨークの中国人団

体「南京虐殺の犠牲同胞追悼同盟」がニューヨーク・タイムズ紙に

意見広告を掲載した。そして歴史学者の間で「幻のフィルム」とさ

れていた米宣教師マギー牧師が撮影した1 6ミリフィルムが発見され

全世界にその一部がニュースで紹介され、大きな反響を呼んだ。沖

縄でもテレビや新聞各紙で報道されたので周知のことと思う。

現地南京を訪れてみて、第一部の幸存者証言にもあったように、

その反駁の大きさにあらためて驚いた。以下は、今回の調査の案内

役をしていただいた南京大学歴史系教授高興祖氏の石原発言への反

論である。



して無知なのではなく、その強烈な民族主

義的な気分で有頂天になり、そのために何

も顧みないで虚言をねつ造し、日本軍国主

義の被害を深く受けた中国人民に対して、

汚水さえもぶっかけたのである。

日本のファシズムがうごめき始めた頃、

ファシズムが何を大声で叫んでいたか記憶

に残っている。それは、「日英同盟を基軸と

して明治の外交は、新しいアジアの情勢の

下では既に反動的な作用をもたらすだけだ」

と、対外政策の基本を、アジアの統治者で

あるイギリスに移した闘いを主張し、すべ

て問題を、「アジアの盟主」になるか、それ

とも「白人の投資する警察」になるのかと

いうことに帰結させたのである。（古屋哲夫

『北一輝論』参照）

現在、日本の経済力の増大に伴って、石

原氏もまた、日本はアジアに対して「より

大きな責任を負い」、アジアを日本の特権地

区にするのだとかと、大声で叫んでいる。

また、日本はアメリカやソ連より優れた現

代兵器の心臓部を作る先端技術を保有して

いるとか、「正に、次第にアメリカの地位に

とって代わりつつある」、「日本は奴隷の態

度を捨てる時だ」、「日本は国際的にいっそ

う大きな影響をおよぼすべきだ」等と言っ

ている。（石原慎太郎『「ＮＯ」といえる日

本』参照）

石原氏の言っていることと、日本ファシ

ストの発言は、何とこうもよく似たもので

あろうか。違うのは、ただ、後者が西ヨー

ロッパの手先から、イギリスと同じくアジ

アの覇権を争奪する帝国主義に変わること

を要求しているのに対して、前者は、従属

的な地位から抜け出し、「アメリカにとって

代わる」のを要求しているというところだ

けである。

しかしながら時代は同じではない。現在

の中国は既に、かつての中国ではなく、今

の東南アジアも過去の東南アジアでもなく、

大多数の日本国民ももう目覚めており、各

国との友好を求め、決して軍国主義の復活

を許すことはありえないことを、われわれ

は石原氏にはっきりと言うことができる。

「大東亜共栄圏」の古い夢をもう一度見

ようとすることは通用するものではない。

石原氏は日本の国会議員として、少し頭を

冷やした方がよい。そうでなければ、世界
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中の人たちと日本国民から、理性を失って

いるとしか考えられず、ただ嘲り笑われ、

嘆かれるだけである。（1 9 9 0年1 2月1 3日「南

京大虐殺5 3周年・石原発言を許さない京都

集会」へのメッセージ）

石原慎太郎氏は日本国民の代弁者か？
－日本の国会議員・石原慎太郎氏に反駁する②－

今年の1 2月1 3日は、日本侵略軍の南京大

虐殺事件の5 3周年である。いま仮住いして

ている南京で文章をしたため、石原慎太郎

氏の中国人に対する新たな侮辱に反駁し、

犠牲者への追悼にかえたい。

石原慎太郎氏は、アメリカの雑誌『プレ

イボーイ』誌の記者の訪問を受けた時、自

ら日本国民の代弁者を任じて「ただ、ほと

んどすべての日本人が心の中で思っている

ことを、声を出して言ったにすぎない」と

か言ったらしい。しかし、これは正しくは

ない。石原慎太郎氏の思想と、日本の一般

国民の思想は大きく隔たっている。

日本の国民は、アメリカと平等に扱われ

るとこを求めているのである。『ＮＯといえ

る日本』のもう一人の筆者の盛田昭夫氏は、

日本とアメリカは長所をとって短所を補う

べきであり、それがお互い平等につき合え

る基礎となるというように考えている。し

かし、石原慎太郎氏が要求しているのは、

経済と技術の優勢を頼みとして、日本が

「アメリカにとって代わる」ことにより、ア

ジアに君臨することである。

日本の記者本多勝一氏はアメリカの「ロ

サンゼルス・タイムズ」に発表した文章の

中で、石原氏の煽動的な発言は、結局、第

二次世界大戦の際に、日本を中心にして作

り上げようとした「大東亜共栄圏」の夢物

語にほかならないと述べている。

これは、石原の強烈な新民族主義を表す

一側面であり、彼と日本国民が全く異なっ

ているところである。彼がどうして日本国

民の代弁者を自認することができようか。

さらに、アジアにとっては、石原氏と日

本国民は少しも共通している点はない。ア

ジア各国は、かつて日本軍国主義の侵略に

あい、甚大な災難を被った。われわれは、

ひとにぎりの軍国主義分子と広範な日本国

民を厳格に区別すべきだと、一貫して主張

してきた。けれども、日本国民は常々、わ

れわれに次のように言う。………戦争は、

ごく小数の軍国主義者の陰謀で準備され、

引き起こされたものではあるが、しかし、

日本国民は戦争をくい止めることができな

かった。だから、こうした意味での責任が

ある。

彼らは、痛苦な歴史を教訓とするために、

毎年、様々な組織の各種代表団が南京と中

国の他の地方、および東南アジア各国を訪

れている。そして日本軍国主義によって殺

害された各国人民を追悼し、世界平和と各

国の友好の為に努力することを誓い、その

ことによって日本国民とアジア各国人民と

の友好を促進し、アジア各国の歓迎を受け

ている。これは疑いもなく、アジアと世界

の平和及び日本と各国間の協調にとって有

益なことである。

しかし、国会議員としての石原慎太郎氏

は、反対に、日本国民に歴史を直視させ過

去の戦争の反省を日本と各国の友好の出発

点にするということとは全く逆に、「日本は



国際的に誤りを犯したことはなかった」と

か言って激しくわめきたて、「韓国、台湾、

シンガポール等、経済的にうまくやってい

る所は、戦前、かつてはみな日本に統治さ

れていた」とか、さらにひどいのになると、

南京大虐殺は「中国人のでっち上げた嘘」

とか言い出している。

これは、白を黒と言いくるめる、口から

でまかせのデタラメな悪口雑言であり、石

原慎太郎氏のはなはだしい新民族主義をあ

らわす、また一つの側面である。この発言

は、明らかにアジア地域の平和と日本と各

国の間の協調に水をさすに違いない。

試みに尋ねてみるが、仮に、もしアメリ

カの議員があなたたちに対して、原子爆弾

が広島に炸裂したことはなかった。それは

日本人のでっち上げたウソだ………と言っ

たとしたら、日本人であるあなたはどのよ

うに感じるだろうか。それゆえに、石原氏

は日本国民の代弁者ではなく、代弁者では

ありえないのだ。

彼はただ、この近年の日本の経済力の伸

長に伴って、日本国民の中に現れてきた優

越感を利用し、それを新しい民族主義と排

外主義の方向に誤らせて導こうとしている

のにすぎない。そして、こうした類の間違

った動きは、まさに、近年来の日本国内の

最も危険な動向の一つである。

一つの民族が自らの民族精神を保持し発

揚する前提として、厳粛で正確に総括した

歴史の教訓を拠り所とすべきであり、それ

は子々孫々に対してまで責任をもつ言動に

表される思想であるべきである。日本国民

は、このように行動してきたはずである。

石原氏のようなやり方は、日本が、被害

を受けた中国人に対して賠償すらしないこ

とに加えて、既に、ありのままに歴史の姿

を日本国民が直視することを損わせている。

そのことによって現在、国際的に次のよう

な一つの普遍的な見方を生み出している。

………「同じ戦敗国家で、いまや、あなた

がた日本の経済力は、ひょっとすると、既

に西ドイツを追い越してしまったかもしれ

ない。しかし、あなたがたの国家の品性は、

実のところドイツに比べて一段と劣ってい

る」（『連合日報』姚立民氏の石原氏への公

開質問状を参照）これは、石原氏のような

再三再四にわたる歴史の歪曲や、日本軍国

主義の侵略行為と排外主義の気勢を煽った

醜悪な行動によってもたらされた影響であ

る。

日本国民は、彼らが引続き行動するのを

許しておくことができるだろうか。1 2月1 3

日、日本の数カ所で、市民が南京大虐殺5 3

周年にあたって石原発言を批判する集会を

行い、石原氏に、彼の悪意に満ちたデラタ

メな発言を撤回し、中国に謝罪することを

要求した。日本国民は、彼らが騒動を引き

起こし続けるのを許してはいないのだ。

（1 9 9 0年1 2月2 5日／ニューヨーク「聯合日

報」・1991年１月16日・５ページに掲載）

日本侵略軍の南京での残虐行為の報道について
－日本の国会議員・石原慎太郎氏に反駁する③－

日本の国会議員の石原慎太郎氏は、アメ

リカ雑誌『プレイボーイ』誌・1 9 9 0年1 0月

号に掲載されたインタビュー記事の中で、

日本軍国主義が南京で行なった大虐殺は

「中国人のでっち上げた嘘」であると公然と

39
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指弾した。こうした歴史の事実を顧みない、

口からでまかせの暴言に対して、きわめて

大きな憤慨を呼び起こさずにはいられなか

った。

石原慎太郎氏は、あるいはわざと知らな

いふりをしているのかもしれないし、また

は、学識が浅く見聞が狭いからなのかもし

れないが、「もし、それだけ破天荒なことが

あったのなら、当時の外国の従軍記者が、

なぜ報道しなかったのか」
注②

などと言ってい

る。果して本当に外国人記者の報道はなか

ったのだろうか。

日本軍が南京を占領したとき、南京に踏

みとどまっていた欧米の記者は、「ニューヨ

ー ク ・ タ イ ム ズ 」 の ダ ー デ ィ ン （ Ｆ ．

Tillman Durdin）、「シカゴ・デイリーニュ

ーズ」のスティール（Archibald T. Steele）、

ロイター社のスミス（L. C. Smith)、AP社の

マグダニエル(C. Yates Mcdaniel ）の４人の

新聞記者と、パラマント映画のメンケン

（Arthur Mencken）撮影技師だった。彼ら

はいち早く目撃した日本軍の暴虐行為を報

道している。例えば、1 2月1 5日、スティー

ルの南京から打電したニュース「日本軍が

南京で虐殺、略奪」、1 2月1 9日、「ニューヨ

ーク・タイムズ」上海特派員のアベンド

（Hallet Abend）が打電したニュース「日本

軍が、捕虜、一般大衆、婦女子、児童を殺

害」、1 2月1 8日以後にダーディンが漢口から

送った詳細な報道がある。こうした記者た

ちは、1 2月1 5日に南京を離れ、暴虐行為の

状況のすべてを見たものはいなかったが、

彼らの目撃した最初の数日間の状況だけで

も、それはすでに恐るべきものであった。

ダーディンは次のように描写している。「ま

るで、はるか昔の野蛮時代に起こったよう

なありさまだった」（「ニューヨーク・タイ

ムズ」1938年１月９日号参照）

ちょうど暴虐行為が行われた期間に南京

に踏みとどまっていた外国人として、アメ

リ カ 国 教 会 派 牧 師 の マ ギ ー 師 （ J. G.

M a g e e）、金陵大学教授のベイツ（M. S.

Bates）とスミス（L. S. C. Smythe)、蘇州生

まれのアメリカ人のフィッチ（G. A. Fitch）、

ドイツシーメンス会社のラーベ（John H.

D. Rabe）などだった。

彼らは南京で国際委員会を組織し、「安全

区」をつくり、目撃した日本軍の暴虐行為

を記録にとどめ
注③

、日本軍当局と日本領事館

に提出し、抗議を行っている。こうした記

録と抗議の内容、および彼らが上海の友人

にあてて日本軍の残虐行為を記した手紙を、

1 9 3 8年３月に「マンチェスター・ガーディ

ア ン 」 の 特 派 員 の テ ィ ン バ リ ー （ H .  J .

T i m p e r l e y）が編集して本にまとめ、『戦争

とは何か－日本軍の中国のおける暴行』と

題して、ロンドンとニューヨークで出版さ

れた。中国でも同年７月に、『外人目賭中之

日軍暴行（外国人の目撃した日本軍の暴行）』

という書名で中国語の翻訳本が出され、日

本語の翻訳本も同年に中国で出版された。

1 9 3 8年１月から２月にかけて、日本軍の

暴虐行為についての報道は全世界をかけめ

ぐり、当時の朝鮮総督の南次郎ですら、国

際法廷において、新聞紙上で日本軍の南京

での残虐行為の報道を見たことがあること

を認めたのだった。

当時、日本の同盟国だったドイツの南京

駐在の大使館員も、1 2月2 4日、彼が船に乗

って上海に脱出する際、南京郊外で「山の
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ように積まれた民間人の服装の死体」を目

撃し、1 9 3 9年３月４日、また「郊外の下関

港には、大虐殺に由来する約３万の死体が

流れ着いている」のを見たと、本国政府に

報告している。（1 9 9 0年1 2月1 8日、共同通信

社ボン分社今井記者報道）

これに類する資料はまだまだたくさんあ

る。石原氏にかかると、おおよそ全ての資

料が「中国人のでっち上げた」ものという

ことになる。石原氏にこうした態度で、果

してまじめに討論することができるものだ

ろうか。

日本侵略軍による南京での残虐行為の証拠
－日本の国会議員・石原慎太郎氏に反駁する④－

石原慎太郎氏が南京大虐殺の血生臭い罪

悪や経過をぬぐい去ろうと謀って発言する

や、中国、日本とアメリカの数多くの学者

や読者、大衆団体の反駁、非難と抗議にあ

った。しかし石原氏はこれを聞かないふりを

して、1 9 9 1年にまた、日本雑誌『文芸春秋』

の２月号に発表した長文で、中国の側で（南

京大虐殺の）「証拠を出すべき」
注④

と言った。

中国を侵略した日本軍による、全世界を

震え上がらせた南京での大虐殺を、どうし

て証拠なくして言いたてることができよう

か。中国戦犯裁判軍事法廷と極東国際軍事

法廷は、まさに大量の証拠に基づいて、そ

の直後の責任者に死刑の判決を下したので

ある。

たとえば中国法廷が確認したところでは、

大虐殺期間中の「日本軍の捕虜となった中

国兵士、民間人のうち、中華門花神廟、石

観音、小心橋、掃箒巷、正覚寺、方家山、

宝塔橋、下関草鞋峡などで集団殺戮に遭い、

死体を焼き払われた者は合計1 9万人以上に

達する。中山門下碼頭、東岳廟、堆草巷、

斬龍橋等で個別に虐殺され、死体を慈善団

体によって埋葬された者は、合計1 5万人以

上に達しており、被害者総数は合計3 0余万

人である。」

その証拠については、「この事実は、現場

にわが身を置いた証人、殷有余、梁廷芳、

白増栄、単張氏、魯甦、殷南岡、 芳縁、

畢正清、張玉発、枸栄福、潘大貴、毛呉氏、

郭岐、範実甫、姚加隆、万劉氏、徐承躊、

僧隆海、蓮華、泥慧定ら1 , 2 5 0余名及び当時

死体処理埋葬の責任者であった許伝音、周

一漁、劉徳才、盛世徴らが、まちがいない

ことを宣誓して証明しただけではなく、紅

卍字会の埋葬処理死体数4 3 , 0 7 1体、崇善堂

の埋葬死体数1 1 2 , 2 6 6体という統計表およ

び、日本軍のカイライ南京督令の高冠吾が

霊谷寺に合葬するために建てさせた『無主

孤魂3 , 0 0 0余』という碑文が証拠である。ま

た、本法廷が合葬地点に基づいて、中華門

外の雨花台、万人坑等で五つの墳墓を掘り

起こしたところ、被害者の遺骨数1 , 0 0 0柱が

発掘され、法医の潘英才と検査員の宋士豪

等が、遺骨の多くに刀や銃弾および鈍器で

つけられた傷跡を検証・鑑定して記入した

鑑定書は考慮すべき文書である。更に、当

時の日本軍が武勲を誇るために自分で撮っ

た虐殺場面の写真1 5枚、および、現地で撮

影した城内での集団虐殺の映画も、これら

はわが軍の勝利の後で差し押さえて入手し

たものであるが、証拠に資することができ

る。」

さらに、「国際委員会の組織した南京安全
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区内の記録書類が日本軍の暴虐行為を列挙

し、外国人記者のティンバリーが書いた

『戦争とは何か－日本軍の中国における暴

行』、スミスの『南京地区の戦争被害』、お

よび当時南京戦に参加したわが軍大隊長の

郭岐の書いた『陥都血涙録』のそれぞれに

記載されている部分は、ことごとくあい符

号している。また、当時南京にとどまって

いたアメリカのベイツ教授とスミスが、自

らが目撃した実際の状況を法廷に出廷して

宣誓・誓約の上で証言したものとなんら異

なるところはない。」

こうして出されてきた結論を、「南京を連

合して攻略した日本軍の各将校が、共に兵

を放って、手分けして虐殺、強姦、略奪、

財産破壊した事実は、既に多くの人たちが

証明する確実な事実であり、隠ぺいするこ

とは不可能である」ということである。（中

国戦犯裁判軍事法廷『戦犯谷寿夫判決書正

本』参照）

極東国際法廷も大量の証拠を取調べ、そ

の中には、当時ドイツ政府が派遣した南京

駐在の大使館員から得た報告も含まれてい

る。その報告では「これは、個人的なもの

ではなく、陸軍全体、すなわち日本軍それ

自体による暴行と犯罪行為である」と言い、

この報告の後の部分では、なと日本軍は

「野獣の集団」と表現されていたのである。

そして、最後に出された結論は、「日本軍が

占領してからの最初の６カ月間で、南京と

その付近で虐殺された市民と捕虜の総数は

2 0万人以上に達する。………この数字は、

日本軍によって焼き捨てられた死体や揚子

江に投げ込まれたり、その他の方法で処理

された死体はその中に含まれていない。」

（極東国際軍事法廷判決書参照）

この数字に食い違いがあるのは、中国法

廷で言っているのは「被害者総数」である

ためである。そして国際法廷が明確に指摘

しているように、多くの被害者がまだ「そ

の中に計算されていない」のである。

中国法廷と国際法廷の裁判以来、今日に

至るまでもまた、中国の幸存者の証言や南

京攻略戦に参加した日本軍の将兵の陣中日

記を含めて、数多くの新しい証拠が発見さ

れている。

こうしたしっかりした調査を経た、確実

な事実と根拠のある、しかも国際的に公認

された裁判によって確認された数字に対し

て、石原氏は「勝者の敗者に対する裁判」

とか、「一方的な裁判」
注⑤

と宣伝している。

そして、このような方法で、日本軍の南京

での残虐行為によって血塗られた事実を否

定しようとたくらんでいる。これらの裁判

に、第二次世界大戦の特殊な歴史的背景が

反映しており、裁判の正義性、合法性、公

平さとその権威について疑いをさしはさむ

余地はないことをどうして知らないのであ

ろう。

第二次世界大戦で、ドイツ、日本、イタ

リア３国は、勝手気ままに他国への一連の

侵略戦争をおこない、戦火はあまねく6 0余

りにのぼる国と地域におよび、人類を空前

の大災禍に陥れた。ほとんど全ての主権国

家は、みんな侵略に反対して立ち上がり、

「連合国家宣言」に参加し、ドイツ、日本、

イタリアに宣戦し、３国枢軸は世界の共通

の敵になったのだった。侵略戦争犯罪の罪

科を追及するのは必然的なことであったが、

これは侵略者を徹底的にうち負かした以降



やっと可能になったのである。だから、ニ

ュールンベルグ裁判と東京裁判は、戦勝国

の侵略戦争犯罪への裁判であったのみなら

ず、国際正義の侵略戦争犯罪に対する裁判

でもあったのだ。

そのほか、極東国際法廷は1 1カ国のみの

司法官で構成されたものではあるが、しか

し、全ての被害を受けた国々を代表しただ

けではなく、また、世界人民を代表したも

のである。かつまた、法廷憲章規定の原則

と手続きに基づき、法廷は1 , 3 0 0数件の証拠

を受理し、4 1 9人の証人が出廷して証言し、

7 7 9人が書面で証拠を提出し、8 1 8回の法廷

が開かれ、２年７カ月を費やして、やっと

判決が下されたもので、1 , 2 1 3ページにのぼ

る膨大な判決文であり、それは全世界の平

和を求める国々と人々の支持を受けたのだ

った。

しかも1 9 5 2年、日本が平和条約を結んだ

とき、その条約の第1 1条には、次のように

明確に規定されている。「日本国は、極東国

際軍事裁判所並びに日本国内および国外の

他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、

且つ、日本国で拘禁されている日本国民に

これらの法廷が課した刑を執行するものと

する。」日本政府は、この平和条約に署名し、

国際法廷と連合国の戦争犯罪裁判法廷の判

決の正当性と合法性を認め、そして、その

判決を受け入れたのだった。

国会議員である石原氏は、このような事

実について、恐らく知らないはずはないだ

ろう。

1937年～1938年の南京市の人口
－日本の国会議員・石原慎太郎氏に反駁する⑤－

石原慎太郎氏は、中国を侵略した日本軍

による南京大虐殺を否定しようとするデタ

ラメな発言をおこない、日本の学者と民間

団体の非難と抗議にさらされた。しかし、

石原氏はひたすら自分の意見に固執し、『文

芸春秋』２月号に発表した長文で、またも

や当時の南京の人口問題を持ち出し、中国

守備軍は５万人で、市内とその他の地区か

ら逃げ込んで来た「安全区」に収容された

人たちがおおよその全市民の人数で約2 0万

人。この両者をあわせたのが2 5万人であり、

従って殺害されたのが 3 0万人と言うのは

「科学的根拠」
注⑥

がない………などと言ってい

る。

これは、実際には、とっくの昔に論破さ

れている田中正明
注⑦

氏の言いぐさであり、石

原氏は、ただ、再び古ぼけた主張を出して

きて宣伝しているにすぎない。石原氏は、

とっくに影も形もなくなってしまった田中

氏の言葉をそのまま持ち出して、とくとく

と中国守備軍は５万人だったなどとしゃべ

っている。

しかし、南京防衛戦に参加した中国の将

軍の宋希濂等は、南京城を防衛した部隊に

ついて次のように証明している。

宋希濂・第7 8軍の3 6師（宋希濂が師長を

兼任）、王敬九・第7 1軍の8 7師（師長・沈発

藻）、孫元良・7 2軍の8 8師（師長・孫元良兼

任）、桂永清の教導総隊、徐源泉・第２軍団

の第 4 1師（師長・丁治磐）と第 4 8師（師

長・徐継武）、および7 4軍、6 6軍、8 3軍など

あわせて1 0数万人であった。（宋希濂『南京
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城戦役親歴記』参考）

南京攻略戦に加わった佐々木致一少将は、

彼の「手記」の中でも、中国守備軍は1 0万

人（1 9 3 8年１月５日の頃）と記している。

田中正明氏と一緒に南京大虐殺の歴史的事

実を抹殺しようと企図しておこなった座談

会で、元日本軍第６師団通信主任の鵜飼敏

定小佐でさえ1 4万人であると認めている。

（雑誌『諸君』1985年４月号）

石原氏は、全てにわたって資料を把握し、

そうした根拠に基づいてまじめに研究し、

正確な結論を出したものではなく、独断的

に決めつけて中国軍は５万人だと言ってい

るのである。これが「科学的態度」と言え

ようか？

南京の人口については、1 9 3 7年1 1月2 3日

の「南京市政府の軍事委員会後方勤務部へ

の公文書」では、1 9 3 7年６月の南京の人口

は1 0 1万と称しており、日本軍が接近するに

つれて、一部の人口が後方に逃げだしたが、

しかし1 1月下旬には、南京市住民はなお5 0

余万人を数えていた。これには中国守備軍

と市外から逃げ込んできた難民の人数を含

んでいない。

スミス博士の調査結果もこれと同様であ

り、彼が著した『南京地区における戦争被

害 』 の 中 で 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。

「（1 9 3 7年の）南京市の人口は、ちょうど1 0 0

万人を越したところであった。この数字は

８月、９月にかけて急減し、1 1月初旬にま

た、50万近くに戻った」

こうした住民は、日本軍が日増しに接近

してくるにつれて、多くが国際委員会の設

置した「安全区」にどっと入ってきた。し

かし、この安全区は3 . 8 6平方キロメートル

の広さしかなく、南京市のごく小さな一部

分であり、とうてい全員を収容できるもの

ではなかった。少なからずの人数を安全区

外にやむなく留まらすか、南京城郊外に逃

げさせるよりほかしかたがなかった。

例えば、下関、宝塔橋、和記洋行などに

は、２万人以上の難民が集中し、日本軍が

南京に入城して占有する以前は、国際委員

会は彼らに食糧の一部を分け与え、生活を

維持させた。あとで食糧がなくなると、彼

らは次々に安全区に避難することを要求し

てきた。しかし、安全区は既に混みあって

おり、日本軍もまた、彼らの移転を認めず、

また、国際委員会が彼らを援助することも

許さなかった。後に、こうした難民の大多

数が日本軍に虐殺されたのだった。

またたとえば、南京が占領される以前に、

多くの市民が南京から離れようと下関の揚

子江岸一帯に逃げてきたが、しかし、大揚

子江を飛んで渡る方法もなく、ただ城外の

揚子江岸の村落で押しあいへしあいするし

かなかった。南京陥落以後、老若男女を問

わず約５万7000余人全部が銃殺された。

また、「ニューヨーク・タイムズ」の記者

のダーディンが報道するところによると、

「市内南部と西南部は、逃げられなかった多

くの中国市民がすべて虐殺された」。日本軍

が南京を占領して以後、彼は南京城の南の

地区を訪問し、中国の住民が日本軍に虐殺

された悲惨な状況を目撃し、次のように書

いている。「いたるところで普通の中国人の

死体が横たわり」「南京の路上は累々たる死

骸であふれ、時には死体を前もって移動し

てからやっと自動車が通行できるありさま

だった」（「ニューヨーク・タイムズ」1 9 3 7



年12月18日、1938年１月９日）

これと同様の例証は枚挙にいとまがない。

しかしながら、このような地区はすべて安

全区外である。石原氏の論法では、和記洋

行や下関、市内南部、南京の街路上等は、

おしなべて南京には存在せず地球外の天体

にあるようだ。

南京大虐殺以後、日本のカイライ南京市

政府「立法院」の立法委員の王鴻恩は、

1 9 3 7年４月2 7日に上海で朝日新聞の座談会

に参加した際、次のように語っている。「南

京市の人口は、事変以来、すなわち国民党

政府の全盛時代に、あわせて1 0 7万人の多く

にのぼっている。事変の後になると、人口

はにわかに 1 7万の数に減った。」そして、

1 9 3 9年４月になってやっと5 0数万人に増え

た。王鴻恩は日本の手先である。日本軍の

ために、その残虐行為の罪を逃れさすため

に尽力してきたとはいうものの、しかし、

やはりこの事実を認めざるをえなかったの

である。

南京市の人口がなぜ「急激に1 7万の数に

減った」のかという原因の一つは、まぎれ

もなく、日本軍が「残敵を粛清するために、

………当時は、明確に区別がつかなかった

ために日本軍も彼らを見分けることができ

ず、一般の罪のない善良な民衆が」虐殺さ

れたことによるものであった。

石原氏は、南京市の人口の変遷と流動状

況を研究せず、田中正明氏と同じように、

安全区内の2 0万人が南京市の「全市民数」

であるとこじつけて言いくるめ、その後で、

それを虐殺された3 0万人の数と対比させて、

「非科学」的な結論を出したのである。なぜ

こうした、「耳をおおって鈴を盗む」類の愚

弄したやり方が必要なのだろうか。賢明な

人なら、これを一べつしただけで、石原氏

の思惑はすぐわかるというものだが、どち

らにしろこれを、「科学的」態度とは、とう

てい言えようはずがない。

注①

石原 アメリカ人は一般にあの原爆が落と

されたときに何人の人間が死に、あの原爆

が原因の原爆症で何人の人間が死んでいっ

たかを知りません。このことを指摘すると

アメリカ人は必ず「だって、日本人は真珠

湾を攻撃したではないか」と言います。

ＰＢ 日本の歴史はそれほど血にまみれて

いないと言うのですか？日中戦争の最中で

あのすさまじい大量虐殺は絶対に正当化で

きませんよ。

石原 拳銃や機関銃と原子爆弾では話が違

います。同列には論じられません。それに、

日本人が何をしたというんです？どこで日

本人は虐殺をしました？

ＰＢ たとえば1 9 3 7年の南京大虐殺です。

10万人以上の民間人が虐殺されました。

石原 日本軍が南京で虐殺をおこなったと

言われていますが、これは事実ではない。

中国側の作り話です。これによって日本の

イメージはひどく汚されましたが、これは

嘘です。

『プレイボーイ』「プレイボーイインタビ

ュー石原慎太郎」（1990年　英語版・10月号、

日本語版・11月号）

注②

「石原慎太郎衆議院議員の話

（プレイボーイ誌の記事は）私の発言の
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通りです。私は中国側が（南京大虐殺の事

実関係について）証拠立てればいいじゃな

いかと言っている。私はいわゆる大虐殺と

いうものがあったとは思っていない。なか

ったものをあったと言うのはうそじゃない

ですか。細かいことはいちいち申し上げな

いが、詳しくは「『ＮＯ』といえる日本人」

に書いている通りです。それだけ破天荒な

（大虐殺という）事があったのなら、当時の

外国の従軍記者がなぜ報道しなかったのか

という疑問がある。自民党の政府家に聞い

てごらんなさいよ。ほとんどの人は（南京

大虐殺が）あったとは信じていないですよ。

米誌の記事はフリーランスの記者と４回ほ

ど会って延べ５時間ほど話した内容を基に

している。」

（京都新聞　1990年11月11日）

注③

南京市で避難民救援活動をしていた、ジョ

ン・マギー牧師とジョージ・フイッチ牧師が

撮影した南京大虐殺の生々しいフィルムがこ

の７月、ロス・アンジェルスで見つかった。

注④

「…（原爆で亡くなった）このおよそ3 0万人

に及ぶ数は担当官庁による正確な調査をふ

まえての厳然たる信憑性があるが、南京に

おける虐殺の人数の被害者3 0万人という奇

しくも同じ数にはほとんど根拠がありはし

ない。あるなら提示してもらいたいもので

す。原爆による死者のデータには、いつ、

どこで、男女の性別、という資料の裏打ち

があるが南京のそれ数にはほとんど裏打ち

がない。南京にあるとかいう虐殺の記念施

設の壁にただ3 0万と刻まれているというだ

けでは事実についてなんの証左ともなりま

せん。しかし、また改竄されたり拡大され

た数字というのは数を超えたインパクトを

持ちます。」

「日本を陥れた情報空間の怪－南京事

件・北方四島・尖閣列島問題の虚構」

（『文芸春秋』1991年２月号99頁）

注⑤

「…ならば東京裁判というのは一体どのよう

な裁判で、裁判としてのいかなる権威、い

かなる妥当性があったのか。普通の裁判な

らまず、その判断の妥当さを疑う限り、そ

こで下された判決についての上告の機会も

権利も認められているが、報復を兼ねて勝

者が敗者を一方的に裁いただけの東京裁判

は、その性格上からも誤審に対する名誉は

復権の機会などまったく講じられていませ

んでした。…」

「日本を陥れた情報空間の怪－南京事　

件・北方四島・尖閣列島問題の虚構」

（『文芸春秋』1991年２月号96頁）

注⑥

「…歴史の科学の一分野とするなら科学的と

もいえますが、3 0万説にはそれがありませ

ん…」「当時の外国報道人の報告では中国軍

の数は1 0人と称しながら実は５万程度であ

り、その他の南京における人口、つまり一

般市民の数は、他の地域から特定の安全区

として指定された地域に逃げ込んだほとん

ど全市民の数としては、南京安全区国際委

員会のラーベ委員長やその下に書記として

いたスマイス博士などが書いた公式文書に



よれば約2 0万とされている。足し算引き算

にしてみても兵隊と市民合わせて2 5万しか

いない城内で3 0万の人間が殺戮されたとい

うのは、前述のターディン記者の言葉の通

り、私にはよくわからないし、誰にもわか

りますまい。」

「日本を陥れた情報空間の怪－南京事

件・北方四島・尖閣列島問題の虚構」

（『文芸春秋』1991年２月号104頁）

注⑧

『“南京虐殺”の虚構』（田中正明　著1 9 8 4年

６月　日本教文社）この説は、『南京大虐殺

の証明』（洞富雄著1 9 8 6年３月５日、朝日新

聞社）などでも、あやまりが指摘されてい

る。
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３．日本国憲法とＰＫＯ問題

湾岸戦争以来、日本の国際貢献の議論が

盛んである。昨年廃案になった国際平和協

力法案に代わり、国際平和維持活動（ＰＫ

Ｏ）協力法案が登場、国会に提出され議論

がなされる。

「速やかな成立」を望む政府側に対し、

自衛隊の海外派遣に法的根拠を与えようと

するこの法案には、平和憲法のなし崩し、

戦前の軍事国家化の道へ逆戻りするものと

の厳しい指摘がある。特に中国は日本の海

外派兵の動きに神経をとがらせている。「自

衛隊という名の軍隊が海外へ出かけること

には、強い抵抗を感じる。」（中国外務省首

脳）「経済大国日本はいま、政治大国をめざ

して、やがて必然的に軍事大国の道を歩む」

というのが中国の見方だ。

過酷な沖縄戦を体験し、今なお広大な米

軍基地をかかえる沖縄県民にとってもこの

ＰＫＯ法案を無視するわけにはいかない。

日本国憲法や自衛隊の成立過程を概観しな

がら、この問題を考えてみたい。

（1）自衛隊の成立過程について

独協大学の古関彰一教授は「世界」（岩波

書店刊・月刊誌）の編集部のインタービュ

ー記事「安保、自衛隊の隠された部分」に

応えて多くの示唆に富んだ発言をしている。

まず、その発言の主旨を歴史の進展にとも

なって要約すると、

1947年４月（憲法が施行される前）

吉田首相の腹心である朝海浩一郎は、オ

ーストラリアのマクマホン・ボールという

当時英連邦の代表で日本にいた外交官に対

して「警備用航空機を有する1 0万規模の軍

隊をつくりたいがどうか」という提案をし

ている。同じ内容のことをカナダ代表で日

本にいたハード・ノーマンにもやってい

る。

1947年５月

日本国憲法施行

1947年９月

外務省内で講和構想を検討しているが、

その構想では「米・ソの対立がある場合」

と「ない場合」を想定しいる。「ない場

合」は簡単な構想だが、「ある場合」に

は、たいへん具体的な構想が述べられて

いる。そのなかで、米ソ対立がある場合、

「米国と日本との間に特別な協定を結び、

日本の防衛を米国の手に委ねる」と述べ

ている。

しかも外務省はこの講和構想をアメリ

カ側に伝えるために、一時帰国する占領

軍の米第８軍司令官、アイケルバーカー

に託している。つまりこの時点で「安保

体制」を日本側が望んでいることをアメ

リカ側は知っていた。戦後の安保体制は

アメリカの極東戦略として、日本に押し

つけられたと考えてきたが、日本側が望

んでいたということになると、単純にそ

ういう解釈をすることはできなくなった。

同じ1947年９月

沖縄を長期的に供与していいとする天皇

メッセージが出る。

天皇メッセージ：「アメリカによる沖縄

の軍事占領は日本に主権を残存させる形

で長期に－ 2 5年から5 0年ないしそれ以

上－貸与するというフィクションのうえ

になされるべきだということを言った。」
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という。これにより沖縄の施政権の分離

は、サンフランシスコ講和条約に記され、

安保体制の大きな柱となった。

1948年秋

アメリカの極東戦略が日本の「非軍事化」

から「軍事化」へと変わる。いわゆる

「逆コース」が始まった。

1949年

アメリカの講和条約構想が出てくるが、

そのなかに日本の再軍備を禁止する条項

は入っていない。アジア側からみると、

一体これはなんどということになる。日

本国憲法では陸、海、空の戦力を保持せ

ず、積極的にアジア諸国、全世界にこの

憲法の平和主義の説き、国際平和に寄与

するというのにである。

米軍の駐留、沖縄の切り離し、軍隊の創

設は、安保体制以外のなにものでもない。

この発想を日本はすでに1 9 4 7年秋には出

しており、アメリカを含めた連合国側に

知られている。こう見てくると、日本側

には同年５月に施行された憲法、とりわ

け第九条をどこまで守って行く気があっ

たのか疑問である。すなわち、警察予備

隊ができてから憲法解釈が変わったので

はなくて、もっとずっと以前に憲法認識

そのものをなくしていたのである。

1950年７月８日

マッカーサーは「警察予備隊」をつくる

よう吉田首相に指示した。アメリカ国務

省が考えたのは、明かにアメリカの極東

防衛の一翼を担うものとして日本の再軍

備を考えた。つまり、反共勢力の一翼を

日本に担わせるということであったので

ある。

1953年１月

「憲法改正国民投票法案」を日本政府は

閣議決定している。国会には上程されな

かったが、この時点で政府は改憲の決意

をしていたのである。つまり日本政府は、

先に憲法に反する日米合意をつくって、

それを隠しておいて、その合意に合わせ

るように憲法改正を後から考えたという

ことになるのである。

(2)日本国憲法について

私たちはこれまで政府は政府であるがゆ

えに、当然のように「憲法」を守って行政

を進めるものであると考えていなかったで

あろうか。しかし、前項の自衛隊の成立過

程を見ても分かるように、どうも「憲法」

を守らないようにするのは、日本という国

の政府のようである。そしてそのことをよ

く分かっていたのが、実は「日本国憲法」

を草案した多くのアメリカ人だったような

のである。

弓削達（ゆげ・とおる　フェリス女学院

大学学長）は、こう述べている。「日本国憲

法は、理想主義だといわれていますが、私

は憲法はしっかりした一つの理想的な構造

をもっていると思います。まず、『前文』に

平和的生存権が出てきます。こういう概念

が法律の中に出てくるのははじめてです。

そして、平和的生存権のために九条がある。

絶対非武装、交戦の禁止。しかしその非武

装、非交戦を破って戦争するのはだれかと

いうと、政府だと憲法は言っているのです。」

（『政府の行為によって再び戦争の惨禍が起



こることのないやうにすることを決意し、』

とある。）「政府のやり方によって、再び戦

争が起こらないようにというのが『前文』

なんです。そして、それを守らせるのは、

戦争をさせないのは国民であり、民主主義

だというんです。」

「第一章に『天皇』がありますが、天皇

は偉いから第一章にあるのではなく、大日

本帝国憲法との切断のためにあると思う。

なぜなら、この規定は全部否定的、限定的

なのです。何々してはいけない、何々はや

ってもいいと。」「そして九条があって、九

条を破るのは政府だから、政府に破らせな

いように、第三章の『国民の権利及び義務』

がある。この部分が量的にも一番大きい。

『権利及び義務』と書いてあるけれども、

『義務』は納税の義務と子供を教育する義務

だけで、あとは全部基本的人権です。だか

ら国民の基本的人権を守ることが平和を守

ることであり、また平和を守るためには国

民の人権を守らなければいけない。こうい

うふうにセットになっているのが、憲法の

理想だと思うんです。日本国憲法の平和思

想は、決して単なる理想主義ではなくて、

非常に具体的なんです。」と。

実に素晴らしい解釈であるとともに、何

で日本人はこの素晴らしい憲法を生かしき

れていないのかと憤りを感じる。

(3)まとめ

今回のＰＫＯ協力法案も日本国憲法を守

る意志のない政府だから提出できるのだと

結論が出る。日本の戦後を見ると、結局憲

法をないがしろにしようという政府が長い

期間行政を行っている。日本「民主主義」

や日本人の品性まで疑われても仕方がない。

ドイツのシュミット元首相は「日本人は世

界に友人をもっていない」といったという。

その通りであろう。「日本人はお金を持って

いるから、目の前ではみんな尊敬した顔を

しているけれども、裏では決して尊敬して

いない。むしろ憎んでいる。これが今後ど

のように深刻に日本に影響してくるか、日

本人が現在において誇れるものは何もな

い。」（弓削達）

今年９月2 5日、ＰＫＯ法案に理解を求め

ようと訪中した伊東正義日中友好議員連盟

会長と会談した中国の江沢民総書記は、「中

日関係を論ずる場合、前向きの姿勢で世々

代々まで友好的につき合わなければならな

い。（問題は）双方とも、次の世代に対する

教育をどうするかだ。我々は中国の青年に

対して『歴史を正しく理解し、以前のこと

を決して忘れてはならない』と教えている。

日本ではどういう教育をしているのか。昔

の軍国主義が中国だけではなく、日本の国

民にも災難をもたらしたことを教えるべき

だ。」と述べている。（1 9 9 1年1 0月1 1日号

「朝日ジャーナル」）

日本の侵略戦争の実相を国民の目から覆

い隠し、歴史教科書の改竄を実行する日本

政府、そして侵略したことへの反省もない

日本政府に国際紛争調停役としての資格が

あるのであろうか。過去の行状に照らし合

わせてもその役を買って出るのは、慎むべ

きであろう。
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４．日本の賠償責任について

今回の南京での非公式会議での幸存者の

証言のなかで、日本に対して賠償を求める

との発言が相次いだ。そして最近の調査で

は中国のみならず朝鮮人に対する強制連行

の事実も公にされはじめている。林えいだ

い氏の「消された朝鮮人連行の記録」もそ

の一つだ。青春を失い、苦しい生活を余儀

なくされ祖国に帰ることも許されない人々

の存在は、私たちの心を絞めつける。そこ

でも問題にされるのが「戦争責任」と「賠

償責任」である。

湾岸戦争は、米ソの緊張が緩和されるに

ともない、これまで長い間冷戦の陰に隠れ

ていた、その他の国家間・民族間の緊張関

係や対立が、いま表面化していることを示

している。この教訓は、ソ連の各共和国独

立（民族国家の形成）や湾岸戦争直後から

ユーゴスラビアで起きている一連の出来事

からも同じように読み取ることができるが、

日本を取り巻く朝鮮人強制連行の問題、中

国残留孤児の問題、侵略戦争による受難者

等への賠償問題もこの世界史的な民族間の

問題の一つとして考えることができると思

う。

それは、今回の中国現地調査の一つのテ

ーマでもあった「なぜ、日本人はあのよう

な残虐な殺りく行為を繰り返すことができ

たのだろうか。」という疑問に対する回答か

らもうかがえる。すなわち、日本民族は優

秀なのだ。だから自分たちが考えている

「大東亜共栄圏」は絶対のものであり、暴力

に訴えてもそのことを確立しようという

「中国人蔑視」（中国人を民族として差別）

してもいいのだという考え方に基づく行為

だったからである。「軍隊内部のひどい腐

敗・野蛮性・サディスティックなリンチ。

そのような野蛮社会で抑制された欲求不満

（フラストレーション）が侵略先の弱者に、

向けられれば無茶苦茶をするのも理の当然」

（本多勝一著『天皇の軍隊』）という面もあ

ったし、いろんな状況が重なったことが原

因で虐殺事件は多発したが、なかでもこの

進化論的な「弱肉強食」の考え方に基づく

「中国人の蔑視」はその根幹をなしていたと

考えられるのである。

日本の侵略戦争の大義名分とした「大東

亜共栄圏」とは、理念としての「共栄」は

名ばかりで実体は大日本帝国を新しい宗主

国としてアジアの植民地構造を再編成する

試み以外の何ものでもなかった。要するに

太平洋戦争とは、ナチス・ドイツとファシ

ズム・イタリアと手を組んだ世界再分割の

野望を、日本がアジアで分担したことにほ

かならないのである。アジアにおける戦争

という過程は政治行為がもたらした惨禍の

責任は、それを始めた日本がとらなければ

ならない。

戦後の連合軍による占領は、日本の戦争

責任を明らかにし、それを償わせることに、

まずその目的があったはずである。換言す

れば、占領期は日本にとって懲罰と矯正の

期間であった。しかし、ふつう敗戦に続く

占領は過大な賠償金、領土の割譲、植民地

化をともなうのが歴史の常であるが、日本

占領は世界史に数多い占領の中でも、とび

ぬけて寛大なものであった。なぜそうなっ

たのであろうか。そこには、戦勝国アメリ



カの極東戦略が大きく作用したと考えられ

る。

冷戦が進行するなかで、アメリカは中国

に頼ってアジアを支配するか日本に頼って

アジアを支配するか、常に考えていた。

1 9 4 8年段階から蒋介石政権の中華民国に頼

れない状態になって日本に頼ると言うこと

になる。（1 9 4 9年1 0月、毛沢東率いる中国共

産党による「中華人民共和国成立」）そこで

登場したのが、「ロイヤル声明」（1 9 4 8年２

月）である。それには「日本を『極東の工

場』にすることで『反共の防壁』とする。」

と明言されている。そのために、まず日本

の侵略戦争の賠償を軽減し、日本の経済復

興を優先するという政策がとられた。当時、

食うや食わずの日本側にとって賠償を軽く

してくれるということは、とてもありがた

いことであった。しかし、今の時点で考え

ると、賠償とは戦争責任の問題であり、直

接戦場にならなかったアメリカの戦略に基

づき許してやるとすることに対しては、ア

ジアの側からすれば、たまったものではな

かったはずである。

実際、対日講和条約の締結にあたって、

アジア諸国の厳しい賠償要求を、いわば値

切り、先のばしにしたのは「条約の生みの

親」ダレス米国務省顧問であったという。

もし、独立回復の時点でアジアの国々に日

本が正当な賠償を支払っていたとすれば、

日本経済の今日の姿はあり得ないであろう。

さらに中国についていえば、冷戦のおかげ

で国交のない状況を巧みに利用しつつ、国

交回復にあたっては賠償請求の放棄をとり

つけている。ここでも日本は正当な賠償を

払わないことで、経済の発展を実現したの

である。

また、アメリカ占領軍は東京裁判とＢＣ

級戦犯裁判で直接犯罪を裁くことには厳し

かったが、アジアの人々に対する犯罪的行

為の責任を、日本が国家として取ることに

ついては、明らかに熱心ではなかったと指

摘されている。当時の日本人も戦争への嫌

悪感を示すことには懸命だったが、自分た

ちの国家が戦争中にひき起こした事態につ

いて責任をとることは恐らく考えもしなか

ったであろう。その結果として、未済の戦

争責任は今日もわれわれと共にあると考え

るのが妥当である。その負債を完済しない

ことには、われわれは広くアジアの人々に

顔向けができないのではないかと思う。

経済大国として、そうした負債を払う余

裕が日本には明らかにあるだけに、ことは

道徳的責任には止まらない。過去に負い目

を持つ日本人が、その罪を償いもしないま

まに、いやそれゆえに富み太った日本人が

アジアの国々の各地を歩きまわるとしたら

それはたいへん不幸な事である。

湾岸戦争をきっかけに、第九条は時代お

くれになった。豊かになった日本は経済大

国として当然軍事的責任を負わせなければ

ならないという議論が高まっている。

日本の戦争ではかりしれない惨禍をこう

むり、それを民族の記憶として肌と心に止

めている人々は、日本の最近の議論を耳に

して、日本人はやはり好戦的な民族なのだ

と感じていることであろう。半世紀の歳月

は、加害者にとっては加害の事実を都合よ

く忘れ去るには十分すぎるほどの年月かも

しれない。ことさらに近代史の教育を怠っ

て民族の負の遺産を若い世代に伝えていな
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い日本の現状では、風化は急速に進む。し

かし、実際に被害を受けた人々にとっては、

5 0年前の受難の事実は昨日のことのように

新しいものであるし、惨禍は民族の記憶と

して子々孫々にまで受け継がれていること

を肝に銘じておこう。

「世界史的な民族間の問題」というテー

マが、2 0世紀最後の大きな国際課題として

惹起してきた今日、日本政府及び全国民が

総力をあげて侵略戦争の謝罪と賠償責任を

果たすべきであり、そのことが真の歴史教

育とともに日本の国際社会における尊敬を

かち取る方法にほかならない。しかし、残

された時間は極めて少ない。

国内においては、ソ連のシベリア抑留問

題に関し、日本政府外務省は国家問題と個

人への賠償は切り離して考えるべきであり、

ソ連への個人的な賠償責任はできるものと

の判断を持っているようである。したがっ

て、同じように中国人や朝鮮人からの賠償

請求に前向きに対応すべきであろう。

（本稿は法政大学、袖井林二郎教授の論

文「占領はどう考えるか」に負うことろが

大きい。記して謝意を表したい。）
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